
新潟大学研究データポリシー 

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日 

（目的） 

1. 新潟大学（以下「本学」という。）は、伝統的な学問分野の知的資産を継承しながら、

総合大学の特性を活かした分野横断型の研究や世界に価値ある創造的研究を

推進している。本学は、研究活動で生み出される研究データの適切な管理、公開

及び利活用の促進を通じて社会の発展に貢献するための基本方針として、新潟

大学研究データポリシー（以下「本ポリシー」という。）を定める。

（研究データの定義） 

2. 本ポリシーにおける研究データとは、本学研究者（以下「研究者」という。）によって、

研究活動の過程で収集又は生成された情報をいう。

（研究データの管理等） 

3. 研究データの管理、公開及び利活用の方法は、それを収集又は生成した研究者

が、法令、規則及び倫理の範囲内並びに他の者の権利を害さない範囲内におい

て、決定することができる。

（研究者の責務） 

4．研究者は、研究データを適切に管理・保存すること、すなわち研究データ管理は、

優れた研究を行う上で必要不可欠であると認識し、前項に掲げる範囲内において、

研究データを適切に管理し、可能な限りそれを公開し、利活用に供する。 

（大学の責務） 

5. 本学は、研究データの管理、公開及び利活用を支援する環境を研究者に提供す

るものとする。

（その他） 

6. 本ポリシーは、社会や学術状況の変化に応じて適宜見直しを行うものとする。


